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中華人民共和国パートナーシップ制企業法（抄録） 

 

（1997 年 2 月 23 日第 8 期全国人民代表大会常務委員会第 24 回会議において可決  

2006 年 8 月 27 日第 10 期全国人民代表大会常務委員会第 23 回会議において修正） 

 

第 2 章 ジェネラルパートナーシップ企業 

 

第 1 節 パートナーシップ企業の設立 

 

第 16 条 パートナーは、貨幣、現物、知的所有権、土地使用権或いはその他財産の権

利で出資することができ、労務によって出資することもできる。 

パートナーが現物、知的所有権、土地使用権或いはその他財産の権利で出資するにあた

り、評価価格が必要な場合は、全パートナーの協議により確定することができ、全パート

ナーが法定の評価機関に依頼して評価することもできる。 

パートナーが労務により出資する場合、その評価方法は全パートナーの協議で確定し、

併せてパートナーシップ協定に明記する。 

 

第 3 節 パートナーシップ制における実務の執行 

 

第 31 条 パートナーシップ協定に別途約定のある場合を除き、パートナーシップ企業

の次の事項は全パートナーの全会一致の同意を経なければならない。 

（1）パートナーシップ企業の名称を変更する。 

（2）パートナーシップ企業の経営範囲、主要な経営場所の所在地を変更する。 

（3）パートナーシップ企業の不動産を処分する。 

（4）パートナーシップ企業の知的所有権とその他財産の権利を譲渡或いは処分する。 

（5）パートナーシップ企業の名義で他人に担保を提供する。 

パートナー以外のものをパートナーシップ企業の経営管理者として任命する。 
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